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国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所 

廃棄物管理事業変更許可申請書に係る変更について（届出） 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５１条の５第２項

の規定に基づき、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研究所廃棄物

管理事業変更許可申請書の許可に係る変更を届け出ます。 

 

  



 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 名  称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 住  所 茨城県那珂郡東海村大字舟石川７６５番地１ 

 代表者の氏名 理事長 小口 正範 

 

２．変更に係る事業所の名称及び所在地 

 名  称 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗研究所 

 所 在 地 茨城県東茨城郡大洗町成田町４００２番地 

 

３．変更の内容 

 平成３０年８月２２日付け原規規発第１８０８２２１号をもって廃棄物管

理事業の変更許可を受けた国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗研

究所廃棄物管理事業変更許可申請書の工事計画について別紙のとおり変更す

る。 

 

４．変更の理由 

固体集積保管場 I の遮蔽スラブの工事は、平成２９年９月に設工認申請を

行い、平成３０年度中の工事完了を予定していた。 

しかし、平成３０年４月の時点において、新規制基準に係る事業変更申請

の許可及び遮蔽スラブの設工認申請の認可を得られておらず、この際、工事

計画の変更に係る届出を提出するべきところ、届出をしていなかった。 

また、工事中であった固体廃棄物減容処理施設の工事については、平成２

９年度中の工事完了を予定していたが、平成２９年７月の時点において、新

規制基準に係る事業変更申請の許可及び固体廃棄物減容処理施設の設工認の

変更認可を得られておらず、この際、工事計画の変更に係る届出を提出する



 

 

べきところ、届出をしていなかった。本来、計画通り工事に着手若しくは完

了できないことが判明した日を起点として工事計画の変更が必要であること

から、今回、工事工程を変更するとともに検査工程を追加する。  

なお、廃液処理棟の改修、β・γ固体処理棟Ⅳの改修、固体集積保管場 I

の改修、β・γ固体処理棟Ⅱの改修、α一時格納庫の改修、廃液貯留施設 I

の改修及び有機廃液一時格納庫の改修の工事計画については、令和４年４月

２８日付けで申請し、令和４年１２月２７日及び令和５年２月１７日に一部

補正した廃棄物管理事業変更許可申請において、工事計画を変更するもので

あるため、今回の届出の対象外とする。 

今後は、工事計画の変更届出に係る起点日の考え方について、着工前につ

いては、工事に着手する日までに計画通り工事に着手できないことが判明し

た日を、また、着工後については、工事が完了する日までの間で計画通りエ

事が完了しないことが判明した日を起点とし、このような場合が生じた際は、

速やかに対応する。 

以 上 
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（変更後） 
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（変更後） 

 

 

 

 




